
江泉芳信 教授

比較法研究所 活動紹介 共同研究「国際知的財産法・国際取引法の比較法的検討」

比較法研究所の共同研究「国際知的財産法・国際取引法の比較法的検討」について、

代表者の江泉芳信 教授にお話を伺いました。

●研究会について教えてください。

この研究会は、前任者の木棚先生から受け継いだもの

です。研究会では、国際取引、国際私法、国際知的財

産（知財）について、できるだけ間口を広げて、インタ

ーナショナルな問題に関して様々な角度から検討を行っています。

学内関係者に加えて、他大学の研究者や実務家（弁護士）、さらに大学院生も研

究会に参加し、新たな論点や視点から国際私法などに関する諸課題を議論してい

ます。研究会は年に 6 回程度の頻度で開き、各自の関心のあるテーマ（各自が抱

えている課題）について報告を行っています。

●研究会の趣旨・具体的な取組をお聞かせください。

ひとりで研究をしていたのでは見過ごしがちな論点や観点を研究会での議論を

通じて指摘してもらうことが、研究会の趣旨のひとつです。

大学院生に対しては、ともすれば狭くなりがちな視野を広げるとともに、指導

教員以外の研究者の姿勢を垣間見る機会を設け、研究報告の方法などを間近で学

び、将来の学会報告や自分の修士・博士論文に生かしていく方向で刺激になれば

と考えています。様々な研究者の研究手法に触れることで、多角的な視野や自分に適した方法を見つけてもらう

意味でも大学院生に積極的に参加してもらいたいと思います。

研究会では、例えば、インターネットの普及にともない表出した話題として、文書による名誉毀損に対する国

境を越えた訴訟案件（ライベル・ツーリズム）*を扱いました。大学院生には、こういった比較的新しい話題を伝

えたいと考えています。米国流の管轄権に対する考え方、ヨーロッパ大陸では〔管轄権を〕どのように捉えてい

るのか、その根底にはいかなる背景・事情がありそうかなどの論点は、なかなか

ひとりだと視点が偏ってしまいます。そこで、みんなで多角的に議論し、分析し

合う。これが共同研究の面白さだと思います。ほかにも、独占禁止法の私的救済

などについて博士後期課程の大学院生による研究報告の機会も設けています。

*米国の著名人などの資金のある原告が、文書による名誉毀損に対して勝訴を得るために、（表

現の自由により名誉毀損が成立しにくい）米国ではなく、名誉毀損に対して寛容な法制を備え

ていた英国（ロンドン）で訴訟を提起する場合が、ライベル・ツーリズムの一例とされる。

●研究会の特色をお聞かせください。

比較法の観点からみれば、韓国との共同研究が、ひとつの大きな取組です。2016 年には、韓国次世代コンテン

ツ財産学会と共催で共同研究会を開催しました。韓国とは、日本と韓国を互いに行き来しながら、それぞれのテ

ーマについて報告を行っています。研究支援の獲得を模索しつつ、韓国との共同研究は、今後も定期的に継続し

ていきたいと考えています。韓国は日本と距離が近いこともあり、特に知財などで日本の法制度に似た動きを示

しているところがあります。日本では、まだ見られないが韓国で現れた問題、また、逆

に韓国の研究者が日本の動向に関心をもって話を聞いてくるなど互いに刺激し合える

部分があると思います。一時期はテレビ会議システムを使って、日本、韓国、オースト

ラリアの時差の少ない 3国を結んで会議を行うことを考えたことがありました。

前任校（青山学院大学）では、テレビ会議システムをもちいてオーストラリア国立大

学と学生間で契約交渉シミュレーションを行ったことがありました。そこでは、当時流

行した鳥インフルエンザの問題と絡めて、契約交渉中に生じた事情変更の問題を含む輸出入に係る取引条件など



を事例として扱いました。このようなテレビ会議システムをもちいた取組も、できれば研究会で試みたいと考え

ています。

●（編集より）

江泉教授からは、共同研究に関連する話題として、江泉教授ご自身の学生時代の関心事、木棚教授による日本、

韓国、ドイツ、米国を交えた知的財産法に関する共同研究、日本における司法取引導入をめぐる論点など、示唆

に富むお話を伺いました。国際的な法律上の課題について検討を行う本共同研究会の取組は、比較法研究とって

貴重な場だと思います。


